
 

 

 

 

  

 

 

上下水道局 

静岡市上下水道局 

Web サイト広報紙 

静岡市上下水道局では、この時期ならではのイベントを開催しています。 

イベントはすべて無料・申し込み不要です。季節の訪れを感じに足を運んでみてはいかがでしょうか。 

第 34 号 

平成 31 年 

春 号 

 

「端午の節句」に子供たちの健やかな成長を願い、青空のもとたくさんの鯉のぼり

が初夏の風を受けて元気よく泳ぎます。 

時  間 ： ９：００～１６：００ 

と こ ろ ： 高松浄化センター（静岡市駿河区登呂五丁目３番１号） 

 ： 鯉のぼり掲揚・下水道ＰＲコーナー 

※雨天中止 

【連絡先】下水道施設課 高松浄化センター ☎２８２�２２００ 

初夏のひとときホタルをテーマに浄化センターを開放します。 

ホタルの飛びかう幻想的な風景をお楽しみいただけます。 

【連絡先】下水道施設課 中島浄化センター ☎２８５�３４６９ 

※花菖蒲園の一般開放日：５/27(月)～６/７(金) 

遊水地に優しく咲く花菖蒲やタチアオイを楽しむことができます。 

心安らぐひとときをお過ごしください。 

時 間 ： １９：３０～２１：００ 

と こ ろ ： 中島浄化センター（静岡市駿河区中島 1711-1） 

内  容 ： ホタル観賞・下水道 PR コーナー・水中生物展示・燃料化施設催し 

※雨天順延日 令和元年５月 19 日（日） 

時  間 ： ９：００～１６：００  

と こ ろ ： 城北浄化センター（静岡市葵区加藤島１-１） 

内 容 ： 花菖蒲の観察・下水道の学習など 

※雨天決行 

“Life＆Water”in Shizuoka  since 2003 

【連絡先】下水道施設課 城北浄化センター ☎２６１�２９８１ 

上記のイベントに参加されたみなさまに 

「静岡市の水」のペットボトルのプレゼント！ 

※無くなり次第終了 

上下水道局では、静岡市の水のおいしさを PR するため、毎年「平成の名水百選」に選ばれている、

安倍川水系の井戸水を詰めた水のペットボトルを製作しています。そして、デザインには、上下水道局の

キャラクター「しずみぃ」を使用しています。 

上記のイベントでは、「静岡市の水」のペットボトルを配布していますので、手に取って静岡市の水のお

いしさを味わってみてください。 
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私有財産である私道へ下水管を入れるには、

個人の負担で行うことが原則ですが、上下水道

局では、できるだけ早く多くの方に公共下水道

を使っていただくために、２つの助成制度を設

けています。 

１ 公共下水道布設制度 

２ 共同下水管設置費補助金制度 

制度の利用には、条件がありますので、詳し

くは下記連絡先へお問い合わせください。 

私道への下水道管布設助成制度 共同住宅の所有者へお知らせ 

 1 つの水道メーターを 2 戸以上で使用し、

申請により「均等水量」と認定されている共

同住宅は、入居戸数に変動があった場合や認

定を廃止したい場合、所有者からの届出が必

要です。 

 また、その建物を建て替える場合も、届出

が必要です。 

【連絡先】営業課 ☎２７０�９１０６ 

※過去に 遡
さかのぼ

って変更することはできませ

んのでご注意ください。 

漏水の調べ方 

 「いつもと比べて、水の使用量が多いのでは？」

と感じられたとき、簡単にできる漏水の調べ方が

あります。 

 

【連絡先】営業課 ☎２７０�９１０６ 

漏水の疑いがある場合、静岡市指定給水装置工

事事業者へ点検・修理を依頼してください。 

※賃貸住宅の場合は、大家、不動産会社などの

管理者にご連絡ください。 

点検・修理にかかる費用はお客様のご負担となり

ます。 

① すべての水道の蛇口（トイレ
も含め）を閉めてください。 

② メーターのパイロット（銀色
の円盤。右図参照）を見てく
ださい。 

③ パイロットが回っていれば、
漏水の疑いがあります。 

 

 

住宅などの敷地に、雨水貯留タンク等を設置

したり、下水道の整備により不用となった浄化

槽を雨水貯留施設に転用する場合、費用の一部

を助成します。ぜひ、ご利用ください。 

申請については、事前にご相談ください。 

【対象区域】市公共下水道全体計画区域内 

  （利用できない区域もあります。） 

【補助額】設置費の３分の２（限度額あり） 

 

【連絡先】 

葵・駿河区 

下水道維持課 ☎２７０�９２３５ 

清 水 区 

下水道事務所 ☎３５４�２７４４ 

市ホームページもご覧ください。 

平成 31 年度下水道事業 
受益者負担金の賦課について 

 
「下水道事業受益者負担金」は、下水道本管工事費

の一部を土地所有者の皆様にご負担いただく制度

です。 

◆賦課までの流れ◆ 

①賦課公告（4 月１日） 

②申告書の送付（8 月上旬） 

※対象地の 4 月 1 日時点での土地所有者様あて

に送付します。 

③決定通知書・納付書の送付（11 月上旬） 

④第一期納期限（12 月 25 日） 

今年度の負担金賦課対象区域は、市 HP の当課発信

情報一覧ページに掲載いたします。 

詳しくは、下記連絡先へお問い合わせください。 

 

 

 この制度は、公共下水道への接続切り替え工

事をしようとされる方が、工事に必要な資金を

上下水道局指定の取扱金融機関の中から融資を

受けられる制度です。  

① 融資金額 工事の範囲で 200 万円を限度とし  

     ます。(１万円単位） 

② 利率   無利子 

③ 融資あっせんを受けるための条件 

（１）処理区域内（供用開始区域）における建
築物の所有者又は占有者 

（２）市民税及び固定資産税並びに下水道事業
受益者負担金を滞納していないこと 

（３）連帯保証人が１人必要 

（４）家の新築及び法人は対象外 

 制度を利用するには、申請手続きが必要にな

ります。詳しくは、下記連絡先へお問い合わせ

ください。 

 

水洗便所改造資金融資あっせん
及び利子補給制度について 

【連絡先】下水道総務課 ☎２７０�９２０６ 

水道料金・下水道使用料の納付は、便利な口座振替をご利用ください！ 

１． 取扱金融機関の窓口で、お申込みできます。 

持ち物：通帳・届出印・お客さま番号のわかるもの（「水道（下水道）使用水量等のお知らせ」等） 

２． 上下水道局の受付窓口で、端末にお客様のキャッシュカード（個人名義の普通口座）を読み込ませ、暗証番号を入力することでお申込みできます。 

※対象金融機関（静岡銀行、清水銀行、静岡信用金庫、静清信用金庫）（金融機関の統廃合により取扱が変わる場合があります。） 

※届出印は不要です。本人以外の場合は委任状が必要です。 

※受付時間や、持参いただく身分証及びキャッシュカード等に条件がありますので、詳細は上下水道お客様サービスセンター(℡251�1132)へお問い合

わせください。 

３． 郵送でお申込みできます。 

上下水道お客様サービスセンター(℡251�1132)にご連絡ください。口座振替申込ハガキを送付しますので、必要事項を記入・押印し営業課までご返

送ください。 

 
【連絡先】営業課 ☎２７０�９１０４ 

転入居に伴う水道及び下水道の使用開始・中止の手続き、口座振替等のお問い合わせは、 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

水道及び下水道の使用開始・中止の手続き、口座振替等、各種お問い合わせはこちらへ 

上下水道 
お客様サービスセンター ☎２５１�１１３２へお電話ください。 

ＦＡＸ：２７０�７２５０ ※おかけ間違いのないようご注意ください。 

その他お問い合わせはこちらへ 

受付時間：月～金曜日 午前８時 30 分から午後７時まで 

休  み：土・日・祝日 12 月 29 日から翌年１月３日 

※３月、４月は土・日・祝日の午前８時 30 分から午後５時も受付 

い い  み  ず 

【連絡先】下水道総務課 ☎２７０�９２０６ 

＜編集・発行＞〒420-0035 静岡市葵区七間町１５番地の 1 静岡市上下水道局 水道企画課 ☎270-9124 下水道総務課 ☎270-9203 

【連絡先】下水道総務課 ☎２７０�９２０６ 

井戸水を下水道に流している方へお知らせ 

 

 

 

 

 

 

井戸水を使用し下水道に汚水を流

している場合は、使用人数に基づい

て下水の排水量を認定し、下水道使

用料を計算することになっていま

す。 

 このため、ご家族の人数に変更が

ありましたら、その都度、ご連絡を 

お願いします。 

※過去に 遡
さかのぼ

って変更することは

できませんので、ご注意ください。 

届出が必要な場合 

●井戸水を使用している住宅に入居される場合 

●既に井戸水をご使用の方で、ご家族の転入・転出などにより、井戸水 

の使用人数に増減があった場合 

●一部水道を使用するようになった場合 

●井戸水の使用を中止した場合 

【連絡先】上下水道お客様サービスセンター ☎251-1132 

使用人数 認定排水量（１か月） 

1 人 11 ㎥ 
2 人 18 ㎥ 
3 人 25 ㎥ 
4 人 29 ㎥ 
5 人 33 ㎥ 

6 人以上 33 ㎥に５人を超える

人数ひとりにつき２㎥

を加算した水量 
 

お問い合わせ内容 連絡先(葵区・駿河区) 連絡先(清水区) 

貯水槽水道のご相談 給水装置 課 ☎270-9135 水道事務 所 ☎354-2745 

水道管漏水のご相談 水道管路 課 ☎202-8513 水道事務 所 ☎354-2734 

雨水貯留浸透施設設置費助成の 

ご相談 
下水道維持課 ☎270-9235 下水道事務所 ☎354-2744 

 

雨水貯留浸透施設設置の 

補助金をご利用ください 


